
職業紹介事業者や募集情報等提供事業者の皆さまへ

若者雇用促進法に基づく指針を改正しました

• 「青少年の雇用の促進等に関する法律」（若者雇用促進法）に基づき、職業

紹介事業者・募集情報等提供事業者などが講ずべき措置をまとめた指針です。

• 令和３年４月に改正され、近年問題となった留意事項について、募集情報等

提供事業者などが講ずべき措置を新たに定めています。

青少年雇用情報

自ら就職支援サイトを運営する場合は、

事業主の青少年雇用情報について、可能

な限りすべての項目が掲載されるよう取

り組むこと。

青少年雇用情報とは

事業主は、応募者などに対して、平均勤続年

数や研修の有無と内容といった就労実態等の職

場情報を提供する仕組みがあります。

詳しくは裏面へ↺

若者雇用促進法に基づく指針とは
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等
その他の関係者が適切に対処するための指針

→詳しくはこちら

●「情報の提供に当たっての留意点」「個人情報の適正な管理」は、募集情報等提供事業者のみの講ずべき措置

事業主が遵守すべき措置の適切な履行

事業主が募集に当たって遵守すべき事項

が適切に履行されるよう、必要な措置を

講じること。

事業主が遵守すべき事項とは

■青少年が適切に職業選択を行い、安定的に

働くことができるように、労働条件などの

明示などに関する事項を遵守すること。

■明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽

または誇大な内容としないこと。

■固定残業代を採用する場合は、固定残業代

に関する労働時間数と金額等の計算方法など

を明示すること。

情報の提供に当たっての留意点

提供する情報は分かりやすいものとする

こと。

若者からの苦情を迅速、適切に処理する

ための体制の整備及び改善向上に努める

こと。

学業への影響を考慮した適正な事業運営
を行うこと。

新規個人情報の適切な管理

職業安定法に基づく職業紹介事業者等指

針※を踏まえ、個人情報の適切な管理を行

うこと。

※「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受

託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働

者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、

求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内

容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給

事業者の責務等に関して適切に対処するための指針」

職業紹介事業者・募集情報等提供事業者の方へ

４つのポイントをご確認ください

など

指針の全体版も
ご覧ください



第四 特定地方公共団体及び職業紹介事業者等が青少年の雇用機会の確保及び職場への定着促進のために講ずべき措置
青少年の就職支援並びに職業能力の開発及び向上に携わる主な関係者として、特定地方公共団体及び職業紹介事業者等

は、青少年が安定的な就業機会を得て、職場定着及びキャリアアップを実現できるよう、次に掲げる措置を講ずるように
努めるとともに、第二の一の(一)に掲げる事項が適切に履行されるよう、必要な措置を講ずること。

一 青少年の主体的な職業選択・キャリア形成の促進
特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者、地域若者サポートステーション及びキャリア形成サ

ポートセンターは、青少年自身が主体的に職業選択及びキャリア形成を行えるよう、青少年の希望等を踏まえながら、
個々の状況に応じた支援を行うことが望ましいこと。

二 中途退学者及び未就職卒業者への対応
学校等を中途退学した者(以下この二において「中途退学者」という。)や、卒業時までに就職先が決まらなかった者

(以下この二において「未就職卒業者」という。)については、個々の事情に配慮しつつ希望に応じた就職支援が必要で
ある。
このため、中途退学者について、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び地域若者サポートステーションは、学校等

及び公共職業安定所と協力しつつ相互に連携し、中途退学者の個々の状況に応じた自立支援を行うとともに、自らの支
援内容が中途退学者に対して効果的に提供されるようにすること。また、未就職卒業者について、特定地方公共団体及
び職業紹介事業者は、学校等及び新卒応援ハローワークと協力し、個別支援や面接会の開催など、卒業直後の支援を充
実させること。

三 募集情報等提供事業者による就職支援サイトの運営
事業主が募集情報等提供事業者の就職支援サイトを活用して募集活動を行う場合において、募集情報等提供事業者は、

当該募集に関する情報を提供するに当たって、次に掲げる事項に留意すること。
(一) 青少年が、適切に職業選択を行うことができるよう、就職支援サイトで提供する情報はわかりやすいものとする
こと、提供する情報の量を適正なものとすること、青少年の主体性を尊重したサービスの提供を行うこと等について
配慮すること。

(二) 相談窓口の明確化等、当該事業に係る労働者となろうとする青少年からの苦情を迅速、適切に処理するための体
制の整備及び改善向上に努めること。

(三) 学生、生徒等を対象とした事業を行うときは、学業への影響を考慮した適正な事業運営を行うこと。
(四) 募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする青少年の個人情報の収集、保管及び使用を行うに当たっては、職
業紹介事業者等指針第四の一を踏まえること。また、募集情報等提供事業者は、職業紹介事業者等指針第四の二を踏ま
え、秘密に該当する個人情報の厳重な管理等、労働者になろうとする青少年の個人情報の適正な管理を行うこと。
なお、募集情報等提供事業者は、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第二条第五項に規定

する個人情報取扱事業者（以下この㈣において「取扱事業者」という。）に該当する場合には、同法第四章第一節に
規定する義務を遵守しなければならないこと。
また、取扱事業者に該当しない場合であっても、取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるこ

と。

四 青少年雇用情報の提供
(一) 特定地方公共団体及び職業紹介事業者(職業安定法第三十三条の二第一項の規定により無料職業紹介事業の届出
を行った場合は、学校等も含まれることに留意すること)は、学校卒業見込者等求人(法第十一条に規定する学校卒業
見込者等求人をいう。以下同じ。)の申込みを受理する際に、法第十四条の趣旨に沿って、求人者に青少年雇用情報
の提供を求めるとともに、全ての青少年雇用情報を提供するよう働きかけ、学校卒業見込者等に対する職業紹介に活
用することが望ましいこと。また、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、就職支援サイトを運営する場合は、事
業主の青少年雇用情報について、可能な限り施行規則第五条第一項に掲げる事項が掲載されるように取り組むこと。
求人の申込みを受理する段階で提供がなされていない青少年雇用情報について、学校卒業見込者等から特定地方

公共団体又は職業紹介事業者に対して個別に照会があった場合は、法第十四条の趣旨に沿って、特定地方公共団体又
は職業紹介事業者から求人者に対して当該照会に係る青少年雇用情報の提供を求めることが望ましいこと。この場合
において、当該照会を行った学校卒業見込者等に関する情報を求人者に明示する必要はないことに留意すること。

(二) 募集情報等提供事業者は、自らの運営する就職支援サイトに、学校卒業見込者等募集(法第十三条第一項の学校
卒業見込者等募集をいう。)を行う事業主の青少年雇用情報について、可能な限り施行規則第五条第一項に掲げる事
項が掲載されるように取り組むこと。

五・六 略

七 青少年の希望及び状況に応じた関係機関の紹介
特定地方公共団体、職業紹介事業者、職業訓練機関及び地域若者サポートステーションは、青少年の希望及び状況に

応じて、支援対象の青少年を適切な機関に紹介するなど、適宜連携しながら切れ目なく必要な支援が受けられるように
配慮すること。

八 略

若者雇用促進法に基づく指針（一部抜粋）
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